
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
九
号
中
「
運
転
し
、
」
を
「
運
転
す
る
車
」
に
改
め
、
同
項
第
十
七
号
中
「
こ
と
（
」
の
下
に
「
原
動
機

に
加
え
て
ペ
ダ
ル
そ
の
他
の
人
の
力
に
よ
り
走
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
備
え
て
い
る
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車

に
あ
つ
て
は
当
該
装
置
を
用
い
て
走
行
さ
せ
る
場
合
を
含
み
、
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

車
両
（
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
を
除
く
。
）
は
、
当
該
車
両
と
同
一
の
方
向
に
進
行
し
て
い
る
特
定
小
型
原
動
機

付
自
転
車
等
（
歩
道
又
は
自
転
車
道
を
通
行
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
右
側
を
通
過
す
る
場
合
（
当
該
特
定
小
型
原
動

機
付
自
転
車
等
を
追
い
越
す
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
当
該
車
両
と
当
該
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
と
の
間
に
十

分
な
間
隔
が
な
い
と
き
は
、
当
該
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
と
の
間
隔
に
応
じ
た
安
全
な
速
度
で
進
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
は
、
で
き
る
限
り
道
路
の
左
側
端
に
寄
つ
て

通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第
十
八
条
の
付
記
中
「
第
百
十
九
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
百
十
九
条
第
一
項
第
六
号

第
三
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
七

条
の
二
第
一
項
第
四
号
、
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
八
号
ロ
、
第
百
十
九
条
第
一
項
第
六
号

第
四
項
に
つ
い
て
は
第

百
二
十
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
三
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
第
四
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
付
記
中
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
八
号
ロ
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
八
号
ハ
」
に

改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
付
記
中
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
八
号
ハ
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
八
号
ニ
」
に

改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
二
の
付
記
中
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
八
号
ニ
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
八
号

ホ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
付
記
中
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
八
号
ホ
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
八
号
ヘ
」
に

改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
る
。



第
五
十
二
条
の
付
記
中
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
八
号
ト
」
に

改
め
る
。

第
五
十
四
条
の
付
記
中
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
八
号
ト
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
八
号
チ
」
に

改
め
る
。

第
七
十
条
の
付
記
中
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
八
号
チ
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
八
号
リ
」
に
改

め
る
。

第
七
十
一
条
第
五
号
の
五
中
「
又
は
原
動
機
付
自
転
車
」
を
「
、
原
動
機
付
自
転
車
又
は
自
転
車
」
に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
の
四
の
付
記
中
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
八
号
リ
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
八
号

ヌ
」
に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
の
八
の
付
記
中
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
八
号
ヌ
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
八
号

ル
」
に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
第
二
項
中
「
十
八
歳
」
を
「
十
七
歳
六
か
月
」
に
改
め
る
。

第
九
十
条
第
一
項
中
「
限
る
」
を
「
限
り
、
か
つ
、
第
九
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
当
該
運
転
免



許
試
験
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
年
齢
が
十
八
歳
に
達
し
た
者
に
限
る
」
に
改
め
る
。

第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
の
表
の
備
考
一
の
ホ
中
「

ま
で
」
を
「

ま
で
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
一
の
ホ
中

を

と

(4)

(5)

(4)

(5)

し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(3)

十
八
歳
に
達
す
る
ま
で
の
間
に
準
中
型
免
許
又
は
普
通
免
許
に
係
る
運
転
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
第

(4)
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
免
許
証
並
び
に
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
さ
れ

た
免
許
情
報
記
録
及
び
第
九
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
九
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
書
き
換
え
ら
れ
た
免
許
情
報
記
録

そ
の
者
の
十
八
歳
の
誕
生
日

第
九
十
六
条
第
一
項
中
「
第
一
種
免
許
の
運
転
免
許
試
験
を
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
は
仮
免
許
」
を
「
、
第
一
種
免

許
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
準
中
型
免
許
及
び
普
通
免
許
の
運
転
免
許
試
験
に
あ
つ
て
は
、
十
七
歳
六
か
月
以
上
の
者
（
同
項
第
二
号
か
ら

第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

第
八
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
は
、
仮
免
許
の
運
転
免
許
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。



第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
車
両
等
（
」
の
下
に
「
自
転
車
以
外
の
」
を
加
え
、
同
項
第
八
号
ヌ
を
同
号
ル

と
し
、
同
号
ロ
か
ら
リ
ま
で
を
同
号
ハ
か
ら
ヌ
ま
で
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

第
十
八
条
（
左
側
寄
り
通
行
等
）
第
三
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為

第
百
十
七
条
の
三
の
二
第
二
号
中
「
車
両
等
（
」
の
下
に
「
自
転
車
以
外
の
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
車
両
（
」
の
下

に
「
自
転
車
以
外
の
」
を
加
え
る
。

第
百
十
八
条
第
一
項
第
四
号
中
「
若
し
く
は
原
動
機
付
自
転
車
」
を
「
、
原
動
機
付
自
転
車
若
し
く
は
自
転
車
」
に
改
め

る
。第

百
十
九
条
第
一
項
第
六
号
中
「
第
二
項
、
」
を
「
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
十
八
条
（
左
側
寄
り
通
行
等
）
第
四
項
、
第
二
十
五
条
」
に
改
め

る
。第

百
二
十
五
条
第
一
項
中
「
（
重
被
牽
引
車
以
外
の
軽
車
両
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項

け

ん

第
一
号
中
「
（
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
」
を
「
（
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
」
に
改
め
、
「
、
第
六
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
反
則
行
為
に
係
る
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る



者
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
状
態
、
」
を
「
状
態
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
規
定
す
る
状
態
」
の
下
に
「
で
車
両
等
を
運

転
し
て
い
た
者
」
を
、
「
車
両
等
」
の
下
に
「
（
自
転
車
以
外
の
軽
車
両
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。四

十
六
歳
未
満
の
者

別
表
第
一
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四

十
八
条
、
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
、
第
四
十
九
条
の
四
又
は
第
七
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る

も
の
の
項
中
「
原
動
機
付
自
転
車
（
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
表
に
お
い
て
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
第
百
十
八
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
項
の
罪
に
当
た
る
行
為
（
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
超
え
る
速

度
で
進
行
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
最
高
速
度
を
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
（
高
速
自
動
車
国
道
等
に
お
い
て
は

四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
）
以
上
超
え
る
速
度
で
運
転
す
る
行
為
を
除
く
。
）
の
項
中
「
小
型
特
殊
自
動
車
等
」
を
「
小
型
特

殊
自
動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
重
被
牽
引
車
以
外
の
軽
車
両
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
小
型
特
殊
自
動
車
等
」
と
い

け

ん

う
。
）
」
に
改
め
、
同
表
第
百
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
罪
に
当
た
る
行
為
（
車
両
に
つ
い
て
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
積
載
物
の
重
量
の
制
限
と
し
て
定
め
ら
れ
た
数
値
の
二
倍
以
上
の
重
量
の
積
載
を
し
て
大
型
自
動
車
等
を
運
転
す
る
行
為



を
除
く
。
）
の
項
中
「
小
型
特
殊
自
動
車
等
」
を
「
小
型
特
殊
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
」
に
改
め
、
同
表
第
百
二
十
条

第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
十
号
（
第
七
十
一
条
第
一
号
、
第
四
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
五
号
の
三
、
第
五
号
の

四
若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
七
十
一
条
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第
二
項
第

一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
三
項
の
罪
に
当
た
る
行
為
の
項
中
「
第
六
号
ま
で
」
を
「
第
七
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
三
項
の
規
定

公
布
の
日

二

第
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
七
十
一
条
第
五
号
の
五
の
改
正
規
定
、
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
の
改

正
規
定
、
第
百
十
七
条
の
三
の
二
の
改
正
規
定
及
び
第
百
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
改
正
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し

て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
経
過
措
置
）



２

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
反
則
行
為
の
取
扱
い
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

３

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）

は
、
政
令
で
定
め
る
。



理

由

最
近
に
お
け
る
道
路
交
通
を
め
ぐ
る
情
勢
等
に
鑑
み
、
自
転
車
等
の
交
通
事
故
の
防
止
等
の
た
め
、
自
転
車
の
運
転
中
に
お

け
る
携
帯
電
話
使
用
等
の
禁
止
、
自
転
車
等
の
運
転
者
に
よ
る
一
定
の
違
反
行
為
の
反
則
行
為
へ
の
追
加
等
の
措
置
を
講
ず
る

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


